
1 

 

 

令和７年度第３回 山梨県大規模小売店舗立地審議会 会議録 

 

１ 日 時  令和８年３月６日（金） 午前１０時００分 ～ 午前１０時３０分 

 

２ 場 所  山梨県庁防災新館４１１会議室 

 

３ 出席者 

  （委 員） 中澤委員 武藤委員 松浦委員 八重樫委員 賀委員 箕浦委員 加々見委員 

  （事務局） 産業政策課総括課長補佐  産業企画担当（３人） 

 

４ 傍聴者等の数 ０人 

 

５ 会議次第 

（１）開会 

（２）審議 

（３）大規模小売店舗立地法に基づく届出の処理状況について 

（４）閉会 

 

６ 会議に付した事案の件名 

「クスリのアオキ国母店」の新設について【公開】 

 

７ 議事の概要（敬称略） 

 

（１）「クスリのアオキ国母店」の新設について 

 

（事 務 局） （届出書、意見の状況、報告書、連絡会議の説明） 

 

（議   長） 事務局から説明があった「クスリのアオキ国母店」の新設について、意見や質問等

があれば述べていただきたい。 

 

（委 員） 騒音関係について、夜間の最大値では基準を上回っているが、全体的な状況から見

て、問題ないため、意見なしでよいと考える。 

 

（議   長）  交通関係についても、県警との協議で右折入出庫が可能とのことだが、渋滞が発

生した場合対応策を講じるとの報告もあるため、特に問題ないと考える。 

  周知は難しいと思うが、南側からの来店については、市場西入口交差点を右折す

る経路を推奨してもらいたい。 
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  東側からの経路 Dが 40台／時となっているが、実際は、バイパスを利用して国母

立体交差点を右折し、経路 B・Cに合流する数の方が多いように思われるがいかがか。 

 

（事 務 局）  交通量調査の対象となっている経路ではないが、交通量から推測すると、恐らく

バイパスを利用する車両の方が多いと考えられる。 

 

（議   長）  渋滞が発生する場合は、東側からの来店は、経路 Dではなく、バイパスを利用し

て国母立体交差点を右折する経路を推奨する案内をするということか。 

 

（事 務 局）  設置者から、その場合は案内看板等を設置することを検討するとの報告を受けて

いる。 

 

（議   長）  他になければ、審議案件については「意見なし」と答申してよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

（議 長）  「クスリのアオキ国母店」について、意見を述べる必要はない旨を審議会として

答申する。 

 

 

（２）大規模小売店舗立地法に基づく届出の処理状況について 

 

（事 務 局） （届出の処理状況、手続終了案件の届出概要について報告） 

  

※ 報告に関して、委員からの質問、意見なし。 

以上 

 


